
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１のシグナリングシステムＮｏ．７ ＳＳ７ 網および第２のＳＳ７網は相互に非コン
パチブルなアドレッシング機構を用いており、そのような第１のＳＳ７網から第２のＳＳ
７網へ信号を送信する方法であって、
前記方法は、前記第１のＳＳ７網において、前記第２のＳＳ７網内に配置されホームロケ
ーションレジスタ ＨＬＲ （２０）に関連する移動局（３０）から国際移動加入者識別
ＩＭＳＩ番号（１６０）を受信して前記移動局に関する加入者情報を格納するステップを
含み、
前記方法は、
前記第１のＳＳ７網で受信した前記ＩＭＳＩ番号 前記第２のＳＳ７網に関連する
特定の国番号（２１０）を ステップと、
前記受信したＩＭＳＩ番号 前記国番号をルーティングアドレスとして
使用して、前記第１のＳＳ７網から前記第２のＳＳ７網内の前記ＨＬＲへＳＳ７信号を送
信するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
請求項１記載の方法であって、さらに、
前記第１のＳＳ７網を前記第２のＳＳ７網に接続する国際ゲートウェイ（３１０）におい
て前記送信したＳＳ７信号を受信するステップと、
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前記受信したＳＳ７信号から前記ＩＭＳＩ番号 前記国番号を取り去る
ステップと、
前記ＩＭＳＩ番号を有する前記ＳＳ７信号を前記ルーティングアドレスとして前記第２の
ＳＳ７網を介して送信するステップと、
を含む方法。
【請求項３】
請求項１記載の方法であって、前記ＳＳ７信号はＭｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　Ｐａｒｔ ＭＡＰ 信号を含む方法。
【請求項４】
請求項１記載の方法であって、前記 国番号はＥ．１６４勧告に従って指
定された国番号を含む方法。
【請求項５】
請求項１記載の方法であって、前記ＳＳ７信号を前記第１のＳＳ７網から前記第２のＳＳ
７網へ送信する前記ステップは、さらに、前記ＩＭＳＩ番号 前記国番
号を有する前記ＳＳ７信号をシグナリングコネクシヨンコントロール部 ＳＣＣＰ 被呼
者番号パラメータとして送信するステップを含む方法。
【請求項６】
請求項５記載の方法であって、前記 ステップは、さらに、

前記ＩＭＳＩ番号の最下位桁（２００Ｂ）を 、その長さをＥ．２
１４標準に従って１５桁にするステップを含む方法。
【請求項７】
請求項１記載の方法であって、前記第１のＳＳ７網は国際電気通信連合一電気通信ＩＴＵ
－ＴベースＳＳ７網（１４０）を含む方法。
【請求項８】
請求項１記載の方法であって、前記第２のＳＳ７網は米国標準協会（ＡＮＳＩ）ベースＳ
Ｓ７網（１５０）を含む方法。
【請求項９】
国際移動加入者識別ＩＭＳＩ番号（１６０）を有し元々第２のシグナリングシステムＮｏ
．７ ＳＳ７ 綱に関連していて現在第１のシグナリングシステムＮｏ．７ ＳＳ７ 網
内をローミングしている移動局と、前記移動局から前記ＩＭＳＩ番号を受信し前記移動局
に移動サービスを提供し前記第１のＳＳ７網内にある電気通信ノードとを含み、前記第１
のＳＳ７網から前記第２のＳＳ７網へ信号を通信するシステムであって、
前記受信したＩＭＳＩ番号 前記第２のＳＳ７網に関連する国番号を 前
記通信ノードに関連 第１のケーションモジュール（３４０）を備え、前記電気通信ノ
ードは前記ＩＭＳＩ番号 国番号を被呼者番号として使用してＳＳ７信
号を送信することを特徴とする、システム。
【請求項１０】
請求項９記載のシステムであって、さらに、
前記第１のＳＳ７網を前記第２のＳＳ７網に接続し前記第１のＳＳ７網から前記送信した
ＳＳ７信号を受信する国際ゲートウェイ（３１０）を含み、
前記国際ゲートウェイは、さらに、前記受信した被呼者番号から前記国番号を除去して前
記ＳＳ７信号を前記第２のＳＳ７網を介して送信する第２のアプリケーションモジュール
（３２０）を含む、システム。
【請求項１１】
請求項９記載のシステムであって、前記電気通信ノードは前記移動局を受け持つ移動交換
局ＭＳＣ（１０）を含むシステム。
【請求項１２】
請求項９記載のシステムであって、前記第１のＳＳ７網はＥ．２１４標準をベースとした
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｉｔｌｅ ＭＧＴ （１７０）を使用して前記ＳＳ７信
号をルーティングするシステム。
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【請求項１３】
請求項９記載のシステムであって、前記第２のＳＳ７網はＥ．２１２標準をベースとした
国際移動加入者識別ＩＭＳＩ番号（１６０）を使用して前記ＳＳ７イ言号をルーティング
するシステム。
【請求項１４】
請求項９記載のシステムであって、前記国番号はＥ．１６４勧告に従って指定された国番
号を含むシステム。
【請求項１５】
請求項９記載のシステムであって、前記ＳＳ７信号はＭｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｐａｒｔ ＭＡＰ 信号を含むシステム。
【請求項１６】
請求項９記載のシステムであって、前記第１のＳＳ７網は国際電気通信連合－電気通信
ＩＴＵ－Ｔ ベースＳＳ７網（１４０）を含むシステム。
【請求項１７】
請求項９記載のシステムであって、前記第２のＳＳ７網は米国標準協会 ＡＮＳＩ ベー
スＳＳ７網（１５０）を含むシステム。
【請求項１８】
請求項９記載のシステムであって、前記第１のアプリケーションモジュールは

前記ＩＭＳＩ番号の最下位桁を Ｅ．２１４標準に従った１５
桁の長さとするシステム。
【請求項１９】
第１のシグナリングシステムＮｏ．７ ＳＳ７ 網内の第１の電気通信ノードから第２の
ＳＳ７網内の第２の電気通信ノードへ信号を通信する方法であって、前記方法は、前記第
１の電気通信ノードにおいて特定の移動局に関連する国際移動加入者識別ＩＭＳＩ番号を
受信するステップ、前記第２のＳＳ７網を表すルーティング番号を決定するステップ、お
よび前記ルーティング番号および前記ＩＭＳＩ番号を有するＳＳ７信号を前記ＳＳ７網を
介して前記第２の網へ送信するステップを含み、
前記方法は、
前記ルーティング番号および前記ＩＭＳＩ番号を有する前記ＳＳ７信号を送信する前に前
記ＩＭＳＩ番号 国番号を前記ルーティング番号として ステップと、
前記ＩＭＳＩ番号 前記ルーティング番号を有する前記ＳＳ７信号を被
呼者番号として送信するステップと、
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項２０】
請求項１９記載の方法であって、さらに、
前記第１のＳＳ７網を前記第２のＳＳ７網に接続するゲートウェイにおいて前記送信した
ＳＳ７信号を受信するステップと、
前記受信したＳＳ７信号から前記ルーティング番号を除去するステップと、
前記ＩＭＳＩ番号を有する前記ＳＳ７信号を前記第２のＳＳ７網を介して前記第２の電気
通信ノードへ送信するステップと、を含む方法。
【請求項２１】
請求項１９記載の方法であって、前記第１の電気通信ノードは前記移動局を受け持つ移動
交換局ＭＳＣを含む方法。
【請求項２２】
請求項１９記載の方法であって、前記ルーティング番号はＥ．１６４勧告に従って指定さ
れた国番号を含む方法。
【請求項２３】
請求項１９記載の方法であって、前記 ステップは、さらに、

前記ＩＭＳＩ番号の最下位桁を てＥ．２１４標準に
従った１５桁の長さとするステップを含む方法。

10

20

30

40

50

(3) JP 4037456 B2 2008.1.23

（ ）

（
）

（ ）

前記国番号
が先頭に付加された 切り捨て

（ ）

の先頭に 付加する
の先頭に付加された

先頭に付加する 前記ルーティ
ング番号が先頭に付加された 切り捨て



【請求項２４】
請求項１９記載の方法であって、前記第２の電気通信ノードは前記移動局に関連する移動
加入者に関する加入者情報を格納するホームロケーションレジスタ ＨＬＲＬ （２０）
を含む方法。
【請求項２５】
請求項１９記載の方法であって、前記第２のＳＳ７を表す前記ルーティング番号を決定す
る前記ステップは、さらに、前記移動局が前記第１のＳＳ７網に関連していないことを認
識するステップを含む方法。
【請求項２６】
請求項１９記載の方法であって、前記第１のＳＳ７網は国際電気通信連合－電気通信 Ｉ
ＴＵ－Ｔ ベースＳＳ７網（１４０）を含む方法。
【請求項２７】
請求項１９記載の方法であって、前記第２のＳＳ７網は米国標準協会（ＡＮＳＩ）ベース
ＳＳ７網（１５０）を含む方法。
【発明の詳細な説明】
発明の背景

本発明は電気通信網に関し、特にシグナリングシステムＮｏ．７（ＳＳ７）信号内のルー
ティングアドレス変換に関する。

移動局は新しい移動交換局（ＭＳＣ）カバレッジエリアへ進入したりそのユニットを最初
にターンオンする時は常に、国際移動加入者識別（ＩＭＳＩ）番号として知られる関連す
る識別番号を受持ちＭＳＣへ送信することにより受持ちＭＳＣへの登録を試みる。次に、
受持ちＭＳＣは移動局に関連する加入者情報を格納している特定のホームロケーションレ
ジスタ（ＨＬＲ）と通信して、移動局の新しいロケーションのＨＬＲを知らせ必要な加入
者情報をＨＬＲから検索する。したがって、受持ちＭＳＣ、ＨＬＲおよび接続する電気通
信網は受持ちＭＳＣとＨＬＲとの間で信号を通信する機構を持たなければならない。例え
ば、北米および欧州にはそれ自体のシグナリングシステムＮｏ．７（ＳＳ７）網内の特定
のＭＳＣとＨＬＲとの間で信号を通信するためのそれ自体の特定のアドレッシング機構が
ある。しかしながら、これら２つのアドレッシング機構間には一方のＳＳ７網内に位置す
るＭＳＣが他方のＳＳ７網内に位置するＨＬＲと通信するのを防止するある違いが存在す
る。
現在、北米ではＥ．２１２をベースとしたアドレッシング機構に従っているが、欧州では
Ｅ．２１４をベースとしたアドレッシング機構に従っている。Ｅ．２１２およびＥ．２１
４は特定のＳＳ７電気通信網内で信号およびデータをルーティングするために国際電気通
信網連合（ＩＴＵ）により公表されたアドレスフォーマットおよびシンタクスである。米
国におけるＥ．２１２をベースとしたシステムの一例はパーソナル通信システム（ＰＣＳ
）１９００電気通信網である。一方、欧州におけるＥ．２１４をベースとしたシステムの
例はＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）電気通信網である。
ＰＣＳ網は移動局から受信するＩＭＳＩ番号（Ｅ．２１２）を使用して北米シグナリング
システムＮｏ．７（ＳＳ７）電気通信網内のＨＬＲへ信号をルーティングする。それに対
して、ＧＳＭシステムでは受信したＩＭＳＩ番号をＭｏｂｉｌｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｉｔ
ｌｅ（ＭＧＴ，Ｅ．２１４）と呼ばれる別の番号へ修正し、ＭＧＴ番号を使用して欧州Ｓ
Ｓ７電気通信網内のＨＬＲへ信号をルーティングする。
一方のＳＳ７網は他方のＳＳ７網により指定されるアドレス番号を処理する変換データを
含んでいないため、北米ＳＳ７電気通信網では現在ＭＧＴ番号を使用する信号をルーティ
ングすることができず、同様に欧州ＳＳ７電気通信網ではＩＭＳＩ番号を使用する信号を
ルーティングすることができない。したがって、米国のサービスプロバイダに関連する移
動局が欧州の国へローミングする場合には、ネットワークシグナリングの観点からインコ
ンパチビリティが存在する。欧州ＳＳ７電気通信網に関連する受持ちＭＳＣは米国内に位
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置するＨＬＲとＭＡＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）ベース信号
を通信することができない。ロケーション更新手順を実施しなければ、ＨＬＲは移動局が
現在どこに位置するかを知ることができず、受持ちＭＳＣにはローミング中の移動局へ要
求された移動サービスを提供するのに必要な加入者情報（例えば、課金情報）が提供され
ない。
ＰＣＳおよびＧＳＭシステム間に存在する前記したアドレッシングインコンパチビリティ
を解決するためにいくつかの提案がなされている。１つの提案ではＩＭＳＩ（Ｅ．２１２
）番号を使用する信号もルーティングするように欧州ＳＳ７電気通信網を変えることが示
唆されている。この提案によりグローバルなコンパチビリティは確立されるであろうが、
欧州ＳＳ７電気通信網内の関連する全ての信号転送点（ＳＴＰ）および信号処理ノードを
多大なコストおよび労力をかけて修正しなければならない。たとえ、欧州の各国がこのよ
うな修正を行うことに同意しても、それは大事業となる。
したがって、既設のネットワークを大きく変更したり衝撃を与えることなく欧州ＳＳ７電
気通信網から北米ＳＳ７電気通信網へＭＡＰベース信号をルーティングできるようにする
機構が必要とされている。
英国特許出願ＧＢ２，２２８０，０８５Ａにおいて、マッコムは米国等のＡＭＰＳ／Ｄ－
ＡＭＰＳ網への加入者がスマートカード付きハンドセットを使用してＧＳＭシステムのネ
ットワーク内へローミングできるようにする方法を開示している。ＷＯ９５／２７３８２
において、ラント等は加入者が少なくとも２つの異なる標準型ネットワークにおいて同種
のサービスを受けられる、電気通信システム内の異種のネットワーク間のローミング装置
を開示している。加入者が第１の標準化されたネットワークから第２の標準化されたネッ
トワークへ移動した後で、加入者の位置を登録できる方法が開示されている。内山等はセ
ルラー間標準ローミングサービスを作り出してＧＳＭ移動加入者がユーザアイデンティテ
ィモジュールによりＰＣＤネットワークオペレータ内へローミングできる短期解決策を開
示している。

本発明は国際電気通信連合－電気通信網（ＩＴＵ－Ｔ）ベースシグナリングシステムＮｏ
．７（ＳＳ７）網に関連する移動交換局（ＭＳＣ）から米国標準協会（ＡＮＳＩ）ベース
ＳＳ７網に関連するホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）へＭＡＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）ベース信号を通信する方法および装置を開示するもの
である。受持ちＭＳＣはＭＳＣカバレッジエリア内を現在ローミング中の移動局から国内
移動加入者識別（ＩＭＳＩ）番号を受信する。本発明は前記した発明とは違っている。Ｅ
．２１２標準に従ってフォーマット化されている受信ＩＭＳＩ番号を変換する替わりに、
受持ちＭＳＣは受信したＩＭＳＩ番号 ＡＮＳＩベースＳＳ７網に関連する国番号
を する（ｐｒｅｐｅｎｄ）。結果的に得られる番号をＥ．２１４標準で規定された１
５桁長へフォーマット化するために、その最下位桁が られる。こうして得られる
Ｅ．２１４番号をシグナリングコネクションコントロール部（ＳＣＣＰ）被呼者番号（Ｃ
ｄＰｎ）パラメータとして利用することにより、ＩＴＵ－Ｔベース電気通信網は ＩＴＵ
－Ｔベース電気通信網をＡＮＳＩベース電気通信網に接続する国際ゲートウェイへ信号を
ルーティングする。受持ちＭＳＣから送信される信号を受信した後で、国際ゲートウェイ
は された国番号を被呼者番号パラメータから除去しＩＴＵ－Ｔベース電気通信
網を介して信号を送る。 れたＩＭＳＩ番号を利用して、ＡＮＳＩベース電
気通信網はＨＬＲへＭＡＰベース信号をルーティングする。

添付図と共に下記の詳細説明を読めば、本発明の方法および装置をより完全に理解するこ
とができ、ここに、
図１は移動局を登録するホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）と通信する移動交換局（
ＭＳＣ）を示すブロック図。
図２はシグナリングシステムＮｏ．７（ＳＳ７）電気通信網内のさまざまなレイヤを示す
ブロック図。
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図３は国際電気通信連合－電気通信（ＩＴＵ－Ｔ）ベースＳＳ７網および米国標準協会（
ＡＮＳＩ）ベースＳＳ７網により利用される異なるアドレッシング機構を示す線図。
図４はＩＴＵ－ＴベースＭＳＣによる国内移動加入者識別（ＩＭＳＩ）番号のＭＧＴ（Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｉｔｌｅ）番号への変換を示す線図。
図５はＩＴＵ－ＴベースＭＳＣによりＡＮＳＩ関連ＩＭＳＩをＭＧＴ番号へ変換する時に
存在する問題点を示す線図。
図６はＭＡＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）ベース信号のＩＴＵ
－ＴベースＭＳＣからＡＮＳＩベースＨＬＲへの通信を示す線図。
図７はシグナリングコネクションコントロール部（ＳＣＣＰ）モジュールとインターフェ
イスしてＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網とＡＮＳＩベースＳＳ７網間で通信される信号内の被
呼者アドレスを変換する変換モジュールを示すブロック図。
図８は受信ＩＭＳＩ 国番号を し、得られる番号の最下位桁を てＥ．
２１４標準に従わせることを示す線図。
図９は移動局とホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）間の信号の通信を示す信号系列図
。

図１は移動局３０を登録するホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）２０と通信する移動
交換局（ＭＳＣ）１０を示す一般的な移動網のブロック図である。移動局３０はそのユニ
ットを初めてターンオンしたり新しいＭＳＣカバレッジエリア内へローミングする時は常
に、格納された移動局識別番号を基地局コントローラ（ＢＳＣ）５０を介して受持ちＭＳ
Ｃ１Ｏへ送る。移動局識別番号は無線チャネル６０を介してＢＳＣ５０に接続された基地
局へ送られ、次に受持ちＭＳＣ１Ｏへ送られる。新しく登録される移動局３０へ移動サー
ビスを提供するために、受持ちＭＳＣ１Ｏはロケーション更新信号等のＭＡＰ（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）ベース信号を信号リンクを介してＨＬＲ２０
へ送信する。このような信号は現在移動局３０を受け持っているＭＳＣ１Ｏに関連するネ
ットワークアドレスをＨＬＲ２０へ知らせ、かつローミング中の移動局３０へ移動サービ
スを提供するのに必要な加入者情報を要求する。ＨＬＲ２０はそのデータベースを更新し
て受持ちＭＳＣ１Ｏを表すネットワークアドレスを格納し、かつ要求する加入者情報をＭ
ＳＣ１Ｏに関連するビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ、図１には図示されていない
が通常ＭＳＣ１Ｏと一緒に配置される）へコピーする。ＨＬＲ２０内に格納された受持ち
ＭＳＣ１Ｏを表すネットワークアドレスは、移動局３０へ向けられた着信呼を後で移動網
が受持ちＭＳＣ１Ｏへ再ルーティングするのに利用される。したがって、移動局総合デジ
タル通信網（ＭＳＩＳＤＮ）番号として知られる、移動局３０に関連するディレクトリ番
号を電気通信網加入者がダイヤルする時は常に、ＨＬＲ２０は移動局３０の現在位置を確
認するよう移動網により質問される。受持ちＭＳＣ１Ｏを表す格納されたネットワークア
ドレスを利用して、ＨＬＲ２０は質問信号の受信に応答して受持ちＭＳＣ１Ｏからのロー
ミング番号を要求する。次に、受持ちＭＳＣ１Ｏから与えられるローミング番号は、受持
ちＭＳＣ１Ｏへ向けて着信信号をルーティングするために電気通信網により使用される。
次に、受持ちＭＳＣ１Ｏは移動局３０の無線呼び出しを行って移動局３０との音声接続を
確立する。
ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）通信およびパーソナル通
信システム（ＰＣＳ）の導入により、いくつかの先進的な加入者機能および応用が移動加
入者へ提供される。このような機能の１つは移動局３０に取付け可能なＳＩＭカード４０
である。ＳＩＭカード４０を使用すると、移動加入者はある移動加入者情報を取外し可能
なメモリユニット内に格納してそれを任意の利用可能な移動局に自由に関連づけることが
できる。このような情報には移動加入者のＭＳＩＳＤＮ番号およびＩＭＳＩ番号が含まれ
る。移動加入者のＳＩＭカード４０を移動局３０へ挿入することにより、挿入したＳＩＭ
カード４０内に格納された加入者情報を移動加入者の新しい端末３０で利用することがで
きる。その結果、移動加入者は同じＭＳＩＳＤＮ番号および加入者特徴データを維持しな
がら任意の利用可能な移動局を自由に利用することができる。
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このようなＳＩＭカードアプリケーションの１例は国際ローミングである。ＰＣＳおよび
ＧＳＭは関連する移動局との通信に異なる周波数を利用するため、１９００ＭＨｚを利用
するＰＣＳベース移動局は９００もしくは１８００ＭＨｚを利用するＧＳＭベース欧州移
動網内では使用できない。しかしながら、米国サービスプロバイダーに関連するＳＩＭカ
ードをＧＳＭベース欧州移動局へ挿入することにより、米国からの移動加入者は欧州サー
ビスプロバイダーからの移動サービスを要求することができる。
ＰＣＳ移動加入者が自分のＳＩＭカード４０をＧＳＭ移動局３０へ取り付ける時は常に、
欧州移動網内の受持ちＭＳＣ１Ｏは米国内に位置するＨＬＲ２０により前記したロケーシ
ョン更新を実施しなければならない。しかしながら、２つのネットワーク間に存在するシ
グナリングコントロール接続部（ＳＣＣＰ）アドレッシング機構の違いにより、ＩＴＵ－
Ｔベース（欧州）電気通信網に関連する受持ちＭＳＣ１Ｏは、現在ＡＮＳＩベース（北米
）電気通信網に関連するＨＬＲ２０とＭＡＰベース信号を通信することができない。
図２は典型的なシグナリングシステムＮｏ．７（ＳＳ７）電気通信システム内の異なるレ
イヤを示すブロック図である。解放型システムインターフェイス（ＯＳＩ）のレイヤアー
キテクチュアに従って、ＳＳ７電気通信システムも多数のシステムレイヤへ階層化される
。基本的に、ＳＳ７は２つの部分を有し、ユーザ部およびメッセージ転送部である。メッ
セージ転送部（ＭＴＰ）８０はＳＳ７網システムの最下位レイヤでありネットワーク内の
１つのポイントから別のポイントへ物理的にデータを移送するのに使用される。ユーザ部
にはいくつかのバラエティがある。このようなユーザ部の例として基本的電話サービスの
ためのＴＵＰ（Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｕｎｄｅｒ　Ｐａｒｔ）１３０、および音声、デー
タの組合せおよび音声サービスのための総合ディジタル通信網（ＩＳＤＮ）ユーザ部（Ｉ
ＳＵＰ）１２０が含まれる。これらのユーザ部もＭＴＰ８０を利用してコネクションレス
であるが順序付けされた移送サービスを提供する。ＳＳ７網の最上位レイヤに常駐するア
プリケーション１１０はＴＣＡＰ（Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ
　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）レイヤ１００、およびシグナリングコネクション
コントロール部（ＳＣＣＰ）レイヤ９０を利用してアプリケーションレイヤデータをＭＴ
Ｐ８０を介して１つのアプリケーションから別のアプリケーションへ移送する。アプリケ
ーションは、さらに、ＭＡＰ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）ベー
ス信号等の、それ自体が所有するメッセージ信号を利用してＳＣＣＰレイヤ９０と直接イ
ンターフェイスしてアプリケーションレイヤデータを１つのアプリケーションから別のア
プリケーションへ通信する。このような通信の実例としてＭＡＰベースロケーション更新
信号のＭＳＣからＨＬＲへの通信が含まれる。
ＳＣＣＰ９０の目的はエンド－ツウ－エンドルーティングのための手段を提供することで
ある。したがって、ＳＣＣＰ９０は特定の信号内の指定されたアドレスを処理して指定さ
れたディスティネーション（宛先）へ適切にデータを送る。
このアドレッシング情報はシグナリング転送点（ＳＴＰ）等の各シグナリングポイントに
おいて、ＭＴＰ８０がどの通信リンクを使用するかを決定するのに使用される。
図３は国際電気通信連合－電気通信（ＩＴＵ－Ｔ）ベースＳＳ７網１４０および米国標準
協会（ＡＮＳＩ）ベースＳＳ７網１５０により利用される異なるアドレッシング機構を示
す線図である。ＡＮＳＩベースである北米では、現在Ｅ．２１２およびＥ．１６４ベース
ＳＣＣＰアドレッシング機構に従っている。ＩＴＵ－Ｔベースである欧州ではＥ．２１４
およびＥ．１６４ＳＣＣＰアドレッシング機構に従っている。Ｅ．２１２およびＥ．２１
４は特定のＳＳ７電気通信網内で信号およびデータをルーティングするために国際電気通
信連合（ＩＴＵ）により公表されたアドレスフォーマットおよびシンタクスである。特定
のＳＳ７網内の関与する各シグナリング転送点（ＳＴＰ）が受信信号を最終ディスティネ
ーションへ適切に配信するために受信被呼者アドレスを認識する変換データを含んでいる
。しかしながら、ＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網はＥ．２１２フォーマット化されたアドレス
を処理する変換データを含んでいないため、現在ＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網１４０内のＭ
ＳＣはＡＮＳＩベースＳＳ７網１５０内のＨＬＲへＭＡＰベース信号を通信することがで
きない。
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移動局が初めてそのユニットをターンオンしたり新しいＭＳＣカバーレッジエリア内へロ
ーミングする時は常に、Ｅ．２１２標準に従った関連するＩＩＭＳＩ番号が受持ちＭＳＣ
へ送られる。北米内では、受持ちＭＳＣはＥ．２１２番号（ＩＭＳＩ）を受信してそれを
ＨＬＲとの通信に直接使用する。一方、欧州内では、受持ちＭＳＣは受信したＥ．２１２
番号（ＩＭＳＩ）を修正してＥ．２１４に従った別の番号を発生する。ＭＧＴ（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｉｔｌｅ）番号として知られる新しく発生されるＥ．２１４番号
は、次にＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網内のＨＬＲと通信するためにＭＳＣにより使用される
。
次に、ＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網と関連する受持ちＭＳＣによるＥ．２１２ベースＩＭＳ
Ｉ番号１６０のＥ．２１４ベースＭＧＴ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｉｔｌｅ）番
号への変換を図４に示す。移動局がそのＩＭＳＩ番号１６０を送信することにより新しい
ＭＳＣに登録する時は常に、受持ちＭＳＣは受信したＩＭＳＩ番号をＭＧＴ番号１７０と
して知られるＥ．２１４番号へ修正する。受信するＩＭＳＩ番号１６０は基本的に３部分
からなり、移動国番号（ＭＣＣ１８０，３桁）、移動ネットワークコード（ＭＮＣ１９０
，２桁）および移動加入者識別番号（ＭＳＩＮ２００，最小１０桁）である。ＩＴＵ－Ｔ
ベースＭＳＣはＭＣＣ１８０を対応する国番号（ＣＣ）２１０へ変換しＭＮＣ１９０を対
応するネットワークコード（ＮＣ）２２０へ変換することにより、受信したＩＭＳＩ番号
１６０をＥ．２１４ベースＭＧＴ番号１７０へ変換する。ＭＳＩＮ２００はＥ．２１４ベ
ースＭＧＴ番号に対しては同じままである。２つの番号間に一意的な１対１マッピングが
あるため、Ｅ．２１２番号からＥ．２１４ベースＭＧＴ番号１７０へのこの変換はＩＴＵ
－ＴベースＳＳ７電気通信網内で可能である。それは欧州電気通信網内には特定のネット
ワークコード（ＮＣ）と関連するサービスプロバイダーが１つしかないためである。しか
しながら、北米電気通信網にはこのような１対１マッピングは存在せず、したがってＩＭ
ＳＩ番号からコンパチブルなＭＧＴ番号への同様な変換は不可能である。
次に、ＩＴＵ－Ｔベース受持ちＭＳＣによりＡＮＳＩベースＩＭＳＩ番号がＭＧＴ番号へ
修正される問に存在する変換問題を図５に示す。国番号２１０およびＭＳＩＮ２３０は各
移動局およびその関連する国について一意的であるため、Ｅ．２１４ベースＭＧＴ番号に
ついてＭＣＣ１８０およびＭＳＩＮ２００を対応するＣＣ２１０およびＭＳＩＮ２３０へ
変換するのに問題はない。しかしながら、ＭＮＣ１９０は北米内の番号計画エリア（ＮＰ
Ａ，エリアコードとして広く知られる）に類似しているため、ＡＮＳＩベースＩＭＳＩに
ついて現在特定のＭＮＣ１９０とＮＣ２３０との間に１対１のマッピングは存在しない。
それは北米、特に米国、内では通常特定のＮＰＡ内に２つ以上のネットワークプロバイダ
ーがいるためである。各ネットワークプロバイダーには一意的なネットワークコードが割
り当てられるため、ＭＮＣ番号１９０を解析するだけでは、受持ちＩＴＵ－ＴベースＭＳ
ＣはＭＮＣ番号１９０をローミング中の移動加入者に関連する対応するＮＣへ変換するこ
とができない。このような変換問題により、米国からの移動加入者は自分のＳＩＭカード
をＧＳＭベース移動局へ挿入して欧州移動サービスプロバイダーからの国際ローミングを
要求することができない。
本発明の教示に従ったＩＴＵ－ＴベースＭＳＣ１ＯからＡＮＳＩベースＨＬＲ２０へのＭ
ＡＰベース信号の通信を図６に示す。米国等のＡＮＳＩベース固からの移動加入者が自分
のＳＩＭカード４０をＩＴＵ－Ｔベース移動局３０へ挿入する時は常に、移動局３０は格
納されたＩＭＳＩ番号を取り付けられたＳＩＭカード４０から検索し、それを無線リンク
６０を介して受持ちＭＳＣ１Ｏへ送る。次に、受持ちＭＳＣ１Ｏは移動局のＨＬＲ２０に
よりローケーション更新手順を実施してＨＬＲ２０に現在の移動局ローケーションを知ら
せかつＨＬＲ２０から必要な加入者情報を検索しようと試みる。受信したＩＭＳＩ番号の
最初の３桁を解析することにより、受持ちＭＳＣ１Ｏは移動加入者がＡＮＳＩベース国に
関連していることを確認する。その結果、前記したように受信したＥ．２１２ベースＩＭ
ＳＩ番号をＥ．２１２ベースＭＧＴ番号へ変換するのではなく、受持ちＭＳＣ１Ｏ内のア
プリケーションモジュール３４０ 受信したＩＭＳＩ番号 対応する国番号（
ＣＣ）を 新しいＥ．２１４ベース番号３００を作り出す。 されたＣＣ
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番号はＥ．１６４勧告に明記されているようにＷｏｒｌｄ　Ｐｌａｎ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅ
ｅ　１９９８の提案に従っている。例えば、米国には（１）のＣＣ値が割り当てられてい
る（アタッチメントＡ参照）。発生されたＥ．２１４番号は、次に、ＩＴＵ－ＴベースＳ
Ｓ７網１４０をＡＮＳＩベースＳＳ７網１５０に接続する国際ゲートウェイ３１０へＭＡ
Ｐベースローケーション更新信号をルーティングするためにＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網１
４０により利用される。したがって、発生されたＥ．２１４番号はアプリケーションレイ
ヤ信号を最終ディスティネーション（宛先）へ配信するためのＳＣＣＰ被呼者番号（Ｃｄ
Ｐｎ）パラメータとして利用される。ＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網１４０に関連する関与す
る各ＳＴＰがＭＡＰ信号を受信し、 されたＣＣを解析し、ＡＮＳＩベースＳＳ
７網１５０に接続された国際ゲートウェイ３１０へ転送する。欧州の各国に北米との国際
ゲートウェイ接続があるわけではないため、北米との国際ゲートウェイ接続を有する国が
見つかるまで関与する各国はＭＡＰベース信号を近隣国へルーティングする。
ＭＡＰベース信号が国際ゲートウェイ３１０により受信されると、国際ゲートウェイ３１
０内のアプリケーションモジュール３２０がＩＭＳＩ番号からＣＣを除去して、変換タイ
プ（ＴＴ）を（９）と指定して指定したＥ．２１２番号を使用してルーティングを実施す
べきことを示す。
受信したＳＣＣＰ被呼者番号パラメータからＣＣを除去する他に、受信したＳＣＣＰパラ
メータのフォーマットおよびシンタクスをさらに修正しなければならない。ＡＮＳＩベー
スＳＣＣＰパラメータはＩＴＵ－ＴベースＳＣＣＰパラメータとは異なるデータ構造およ
びパラメータラベルを有するため、国際ゲートウェイ３１０は受信したＩＴＵ－Ｔベース
ＳＣＣＰパラメータを再フォーマット化して認識可能なＡＮＳＩベースＳＣＣＰパラメー
タへ変換しなければならない。以後リンキスト出願と言う、１９９６年４月１０日に出願
された米国特許出願第０８／６３０，３５５号（ＷＯ９７／３８５３７）“Ａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｗｉｔｈｉｎ　Ａ　
Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ”にこのような再フォーマット化お
よび変換手順が詳細に記載されている。
したがって、次に、ＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網とＡＮＳＩベースＳＳ７網間で通信される
ＭＡＰ信号内の被呼者アドレスを変換するＳＣＣＰモジュールとインターフェイスする変
換モジュールを図７に示す。ＩＴＵ－ＴベースＭＴＰ３４０はＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網
からのアプリケーションレイヤ信号を物理的に移送してＩＴＵ－ＴベースＳＣＣＰモジュ
ール３５０とインターフェイスさせる。ＩＴＵ－ＴベースＳＣＣＰモジュール３５０はＩ
ＴＵ－ＴベースＭＴＯレイヤ３４０から信号を検索して、国際ゲートウェイ３１０内の変
換アプリケーション３８０へ転送する。変換アプリケーション３８０は、その変換テーブ
ルもしくはレジスタ内に格納されかつリンキスト出願に詳細に開示されている動的値に応
答して、検索したＩＴＵ－ＴベースＳＣＣＰパラメータを対応するＡＮＳＩベースＳＣＣ
Ｐパラメータへ変える。変換したＡＮＳＩベースＳＣＣＰパラメータを有しまだ同じアプ
リケーションレイヤデータを含んでいる信号が、次にＡＮＳＩベースＳＳ７網へ送られデ
ィスティネーションアプリケーションノード（すなわち、ＨＬＲ）へ配信される。したが
って、変換された信号はＡＮＳＩベースＳＳ７網ＳＣＣＰモジュール３６０とインターフ
ェイスされる。次に、ＡＮＳＩベースＳＣＣＰモジュール３６０は信号をＡＮＳＩベース
ＭＴＰレイヤ３７０とインターフェイスさせてディスティネーションノードへ物理的に移
送する。
全体変換およびインターフェイスプロセス中に、信号ヘッダー内のＳＣＣＰレイヤデータ
だけが変換モジュールにより処理され、アプリケーションレイヤデータを含む他の全ての
データは国際ゲートウェイ３１０を介してトランスペアレントに移送される。
次に、受信したＩＭＳＩ番号 国番号を してＥ．２１４番号を発生し、発生さ
れたＥ．２１４番号の最下位桁を てＥ．２１４標準に従わせる方法を図８に示す
。（３）桁の最大長を有する国番号２１０を（１５）桁の長さを有する既存のＩＭＳＩに
加えると、Ｅ．２１４標準により規定される最大（１５）桁の必要条件に違反する（１８
）桁の全体長を有するＥ．２１４番号が生じる。本発明の教示に従って、新しく発生され
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るＥ．２１４番号の最下位桁は 結果的に得られるＥ．２１４番号の長さがＥ．２１４標
準に従うように られる。したがって、受信したＩＭＳＩ番号
ＣＣの長さに応じて、結果的に得られるＥ．２１４番号の最下位３桁（２００Ｂ）までを

ることができる。ＩＭＳＩ番号２００Ａの残部は、必要な加入者情報を現在格納
しているＨＬＲを後にＡＮＳＩベースＳＳ７網が確認するのに使用される。
ＭＣＣ１８０およびＭＮＣ１９０はＣＣ２１０へ修正せずに連結される。
完全なＩＭＳＩ番号がなくても、ＡＮＳＩベースＳＳ７網内のＨＬＲへＭＡＰベース信号
をルーティングすることができる。一連のＩＭＳＩ番号が特定のＨＬＲへ割り当てられる
ため、特定のＩＭＳＩ番号の最初の１２桁を解析することにより、ＡＮＳＩベースＳＳ７
網は対応する国、ネットワークプロバイダー、およびそのネットワークプロバイダー内の
特定のＨＬＲを確認することができる。ＭＡＰ信号が特定のＨＬＲへ配信されると、ＨＬ
Ｒはアプリケーションデータの一部として格納されている完全なＩＭＳＩ番号を解析する
ことにより特定の移動加入者を確認する。受持ちＭＳＣにより送られるアプリケーション
データは変換中に国際ゲートウェイにより変えられることがないため、ＨＬＲはローミン
グ中の移動加入者の正しいアイデンティティを確認するための完全なＩＭＳＩ番号へのア
クセスを有する。
ＭＳＣ１ＯおよびＨＬＲ２０間のＭＡＰベース信号の通信を示す信号系列を図９に示す。
前記したように、移動局３０は新しいＭＳＣカバーレッジ内へローミングする時は常に、
Ｅ．２１２標準に従ってフォーマット化されたそのＩＭＳＩ番号を信号リンク４００を介
して受持ちＭＳＣ１Ｏへ送信することにより、新しいＭＳＣ１Ｏへの登録を試みる。受信
したＩＭＳＩがＡＮＳＩベース国に属することが認識されると、受持ちＭＳＣ１ＯはＥ．
１６４勧告に明記されている対応するＣＣを受信したＩＭＳＩ番号 する。結
果的に得られる番号の最下位桁がさらに られてＥ．２１４標準に従うようにされ
る。次に、発生されたＥ．２１４番号はロケーション更新信号等のＭＡＰベース信号をＨ
ＬＲ２０へ送信するために受持ちＭＳＣ１Ｏにより利用される。発生されたＥ．２１４番
号は信号リンク４１０で示すように送信信号に対するＳＣＣＰパラメータ内の被呼著者号
として利用される。戻り信号の適切な配信を容易にするために、受持ちＭＳＣ１Ｏを表す
Ｅ．１６４番号が発呼吸者番号としてさらに含められる。
次に、送信したＭＡＰ信号はＩＴＵ－ＴベースＳＳ７網をＡＮＳＩベースＳＳ７網に接続
する国際ゲートウェイ３１０へルーティングされる。本発明の教示に従って、国際ゲート
ウェイ３１０は受信したＥ．２１４番号からＣＣを削除し、受信したＩＴＵ－ＴベースＳ
ＣＣＰパラメータをＡＮＳＩ標準に従うように再フォーマット化し、変換した信号を信号
リンク４２０を介したＡＮＳＩベースＳＳ７網により送信する。Ｅ．１６４標準に明記さ
れた発呼吸者番号は国際ゲートウェイ３１０により修正されることはない。次に、ＭＡＰ
信号はＡＮＳＩベースＳＳ７網により適切にＨＬＲ２０へルーティングされる。ロケーシ
ョン更新手順を実施した後で、ＨＬＲ２０は受信した発呼吸者番号を被呼者番号として利
用することにより、戻り信号を受持ちＭＳＣ１Ｏへ返送する。Ｅ．１６４標準をベースと
したアドレスはＡＮＳＩおよびＩＴＵ－Ｔベース網の両方でルーティングできるため、信
号はさらに修正することなく受持ちＭＳＣ１Ｏへルーティングされる（信号リンク４３０
および４４０）。ＨＬＲ２０を表すＥ．１６４番号がさらに戻り信号に対する発呼吸者番
号として含まれ、受持ちＭＳＣ１ＯからＨＬＲ２０へのその後の信号の直接通信を容易に
する。ロケーション更新確認信号等の戻り信号を受信した後で、受持ちＭＳＣ２０は登録
成功を移動局３０に知らせ（信号リンク４５０）、移動サービスが提供される。
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